
（案） 
 

 

 

公表 令和６年８月 

 

さいたま市では、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）及び女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）に基づき、さ

いたま市特定事業主行動計画「さいたま市職員の子育ておもいやり・女性活躍推進プラン」

（計画期間：令和３年４月～令和８年３月）を策定しています。計画に定めた取組の実施状

況等について、次世代法第１９条第５項及び女性活躍推進法第１９条第６項に基づき、以

下のとおり公表します。 

あわせて、女性活躍推進法第２１条の規定に基づき、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、さいたま市における女性の活躍状況を公表します。 

 

１ 実施状況 ≪次世代法第１９条第５項及び女性活躍推進法第１９条第６項に基づく公表≫  

（１） 男性職員の積極的な育児参加 

 

（取組内容） 

・ 管理職向けに、イクボスとしての行動理念や具体的な行動例等を掲載した「イクボ 

スハンドブック」を配布し、新任課長による「イクボス宣言」を実施。 

・ 研修時や結婚・子の出産を迎えた男性職員向けに子育て支援制度の啓発紙を配

付し、積極的な育児への働きかけを実施。 

・ 育児休業等を取得した男性職員による体験談をまとめた啓発紙や「育児・介護両

立支援ハンドブック」により、全職員への制度周知及び意識啓発を実施。 

・ 子の出生を迎える職員が休暇取得計画や配慮事項について所属内で共有するた

めのツールである「子育て・介護おもいやりレポート」を用いて、所属内での相互コ

ミュニケーションの向上を図った。 

項目 
目標 

（R７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

男性職員の育児休業取得率 

（教職員を除く）  
30.0％ 40.5％ 61.8％ 75.0％ 

出産補助休暇取得率 

（教職員） 
70.0％ 58.3％ 69.8％ 66.3％ 

育児参加休暇取得率 

（教職員） 
23.0％ 24.3％ 33.1％ 38.5％ 

さいたま市特定事業主行動計画の実施状況及びさいたま市

における女性の活躍状況の公表 



（案） 
 

（２） ワークライフバランスの確保 

 

（取組内容） 

・ 時間外勤務の事前命令及び週休日等に勤務した場合の振替の徹底を実施。 

・ 定時退庁に向けて、より意識的に業務を遂行できるよう、ノー残業デーの朝に本庁舎

及び各区役所において庁内放送を実施。 

・ 「年次有給休暇・夏季休暇取得計画表」を作成し、各所属における年間の休暇取得

予定日数の設定や各局区等における取得実績の可視化を実施。 

 

（３） 女性職員の採用の拡大 

 
項目 

目標 

（Ｒ７年度） 

Ｒ３年度 

（R4.4.1 時点） 

Ｒ４年度 

（R5.4.1 時点） 

Ｒ５年度 

（R6.4.1 時点） 

女 性 職 員

の 割 合 の

引き上げ 

消防職の女性採用割合 17.0％ 9.1％ 12.0％ 6.3％ 

企業職※の女性割合 17.8％ 16.0％ 16.4％ 17.3％ 

 

（取組内容） 

・ SNS、広報用チラシ及びポスターによるＰＲを実施。（消防職） 

・ 防火衣の着装体験や訓練見学、先輩職員の体験談を話す、女性向けの職業説明会

を実施。（消防職） 

・ 新規採用職員への意識調査を実施。（企業職） 

 

 

 

 

 

 

項目 
目標 

（R７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

１年 間 の総 時 間 外 勤 務 時 間 数

が 360 時間未満の職員比率 
100.0％ 82.9％ 81.0％ 81.8％ 

項目 
目標 

（R７年） 
Ｒ３年  Ｒ４年 Ｒ５年 

１年 間 の 年 次 有 給 休 暇 の取 得

日数が 14 日以上の職員比率 
100.0％ 61.0％ 61.5％ 70.1％ 
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（案） 
（４） 女性職員の登用の拡大 

 
項目 

目標 

（Ｒ７年度） 

Ｒ３年度 

（R4.4.1 時点） 

Ｒ４年度 

（R5.4.1 時点） 

Ｒ５年度 

（R6.4.1 時点） 

監 督 職 へ

の 女 性 登

用の推進 

女性登用率 40.0％ 34.5％ 35.2％ 34.5％ 

消防職の女性登用率 3.7％ 3.4％ 3.3％ 3.4％ 

企業職の女性登用率 17.8％ 18.8％ 19.3％ 17.9％ 

管 理 職 へ

の 女 性 登

用の推進 

女性登用率 27.0％ 22.5％ 22.3％ 22.3％ 

教職員の女性登用率 20.0％ 18.0％ 19.1％ 19.1％ 

 

（取組内容） 

・ 女性管理職及び監督職の意識的な職域の拡大を図ることで、管理職及び監督職への

女性登用を推進。 

・ 係長級昇任試験の受験率の向上のため、女性職員による体験談をまとめた啓発紙を

作成し、配布。 

・ 若手職員や中堅・監督職員対し、自己学習等による啓発を実施し、仕事と家庭の両立

やキャリアデザイン、女性活躍の意識醸成を図った。 

 

２ 女性の職業選択に資する情報 ≪女性活躍推進法第２１条に基づく公表≫ 

（１） 職員の女性割合【R6.4.1】                             

 

区分 
会計年度任用職員（4,234 人） 

事務職 技能職 保育士 看護師 保健師 その他 

全体 78.6％ 89.6％ 99.7％ 98.4％ 100.0％ 56.0％ 

区分 

常勤職員（16,315 人） 

 行政職※ 

消防職 

企業職 

技能職 医療職 教育職 

全体 33.0％ 44.7％ 79.6％ 58.7％ 

市長部局等※ 41.1％ 12.1％ 79.4％ － 

消防局 4.4％ － 100.0％  － 

水道局 17.3％ － － － 

教育委員会事務局 
（教 職 員 含 む）  

34.9％  84.0％  100.0％  58.7％ 

2  
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（案） 
市長部局等 87.8％ 91.3％ 99.7％ 98.1％ 100.0％ 48.9％ 

消防局 50.0％ － － － － － 

水道局 75.0％ － － － － － 

教育委員会事務局 
（教 職 員 含 む） 

72.1％ 87.1％ － 100.0％ － 60.1％ 

 

（２） 監督職の女性割合【R6.4.1】 

 

（３） 管理職の女性割合【R6.4.1】 

区分 
女性管理職の内訳 

部局長相当職 次長相当職 課長相当職 

全体 22.3％ 9.0％ 11.7％ 29.9％ 

市長部局等 26.9％ 9.8％ 12.1％ 39.2％ 

消防局 1.7％ 0.0％ 4.5％ 1.1％ 

水道局 13.6％ 0.0％ 11.1％ 16.7％ 

教育委員会事務局（    ） 20.5％ 12.5％ 15.8％ 23.2％ 

 

区分 

女性管理職の内訳 

校長 副校長・教頭 

教職員 19.1％ 18.6％ 19.6％ 

 

（４） 男女別の育児休業取得率【R5.4.1～R6.3.31】                  

区分 女性職員 男性職員 

全体 98．8％ 75．0％ 

区分 
女性監督職の内訳 

課長補佐相当職 係長相当職 

全体 34.5％ 25.8％ 37.4％ 

市長部局等 38.2％ 30.0％ 41.1％ 

消防局 3.6％ 6.0％ 3.0％ 

水道局 17.9％ 14.0％ 19.5％ 

教育委員会事務局（    ） 

 

54.5％ 26.9％ 64.1％ 
教 職 員  

除 く  

教 職 員  

除 く  



（案） 
市長部局等 98．8％ 75．2％ 

消防局 100．0％ 68．0％ 

水道局 ― 70．0％ 

教育委員会事務局 
（教 職 員 除 く） 

100．0％ 100．0％ 

 

区分 女性職員 男性職員 

教職員 100．0％ 31．4％ 

 

（５） 男女別の育児休業取得期間の状況【R5.4.1～R6.3.31】                    

区分 

女性職員 男性職員 

2 週間 
以下 

2 週間
超 
～ 

1 月以
下 

1 月超 
～ 

6 月以
下 

6 月超 
～ 

1 年以下 
1 年超 

2 週間 
以下 

2 週間
超 
～ 

1 月以
下 

1 月超 
～ 

6 月以
下 

6 月超 
～ 

1 年以
下 

1 年超 

全体 0.0％ 0.0％ 1.2％ 29.2％ 69.6％ 9.7％ 28.5％ 44.2％ 13.3％ 4.2％ 

市長部局等 0.0％ 0.0％ 1.2％ 29.7％ 69.1％ 9.2％ 24.8％ 46.8％ 14.7％ 4.6％ 

消防局 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 11.8％ 41.2％ 44.1％ 0.0％ 2.9％ 

水道局 ― ― ― ― ― 0.0％ 42.9％ 42.9％ 14.3％ 0.0％ 

教育委員会 

事務局 
（教 職 員 除 く） 

0.0％ 0.0％ 0.0% 0.0％ 100.0％ 13.3％ 20.0％ 26.7％ 33.3％ 6.7％ 

 

区分 

女性職員 男性職員 

2 週間 
以下 

2 週間超 
～ 

1 月以下 

1 月超 
～ 

6 月以下 

6 月超 
～ 

1 年以下 
1 年超 

2 週間 
以下 

2 週間超 
～ 

1 月以下 

1 月超 
～ 

6 月以下 

6 月超 
～ 

1 年以下 
1 年超 

教職員 0.0％ 0.0％ 0.5％ 17.4％ 82.1％ 11.3％ 22.6％ 28.3％ 32.1％ 5.7％ 

 

※  企 業 職：水道局に勤務する職員を示すものです。 

※  市長部局等：市長部局、議会局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、 

監査事務局、農業委員会事務局を示すものです。 

※  行 政 職：一般行政職（以下参照）、税務職、福祉職を示すものです。 

※  一般行政職：税務職（課税、収納など税務部門に配属される職員）、医療職（看護 

師、保健師等）、福祉職（保育士等）、技能職、消防職、企業職、教育 

職（教職員、指導主事等）以外の常勤職員を示すものです。 
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